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名桜大学国際学群履修規程 

（平成６年４月１日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，名桜大学学則第１３条及び第３２条に基づき，授業科目の名称，単位数等卒業に必要

な単位数，その他授業科目の履修に関し，必要な事項を定める｡ 

 （授業科目の名称，単位数等） 

第２条 開設する授業科目の名称，単位数等は，次のとおりとする。 

 (1) 教養教育科目（共通コア・共通選択科目）別表１ 

 (2) 専門教育科目（学類共通専門教育科目） 別表２ 

 (3) 専門教育科目（専攻専門教育科目）   別表３ 

 (4) 外国人留学生対象科目（外国語教育科目）別表４ 

 (5) 専攻の履修要件を示す科目       別表５ 

 (6) 副専攻の履修要件を示す科目      別表６ 

 （卒業に必要な単位数） 

第３条 卒業に必要な単位数は，別表７のとおりとする。 

 （登録） 

第４条 学生は，履修しようとする授業科目の登録を行わなければならない。 

２ 一個学期で登録できる単位は，２０単位を上限とする。ただし，履修科目登録実施要項に示された授業

科目については，２０単位を超えて登録ができるものとする。 

 （登録調整期間） 

第５条 授業開始の日から２週間は，登録調整期間とする。 

２ 登録調整期間には，手続きを経て登録した科目を変更することができる｡ 

 （登録カードの提出） 

第６条 学生は，登録調整期間内に指導教員の署名・捺印を得て，登録カードを提出しなければならない。 

２ 所定の期間内に登録カードを提出しなかった学生には，単位を与えない。 

 （学期末試験） 

第７条 学期末試験は，期間を定めて行う。試験科目，時間等については，試験開始日の１週間前に公示す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず，授業科目の担当教員は，必要に応じて試験を行うことができる。 

 （追試験） 

第８条 追試験は，学期末試験時の受験資格を有しながら，次のやむを得ない理由により受験できなかった

者について願い出により試験を行うことがある。 

 (1) 病気で受験できなかった場合（ただし，医師の診断書が必要） 

 (2) ２親等以内の親族の死亡による忌引きの場合（ただし，往復の日時を含め最短日数とする） 

 (3) 公共交通機関が運休または遅延した場合（ただし，遅延の場合は，当局の発行した遅延証明書が必要） 

 (4) 大学が認めた就職試験を受験した場合（ただし，証明書が必要） 
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 (5) 大学が認めた遠征試合等に参加した場合 

 (6) その他，全学教務委員長が必要と認めた場合 

２ 前項により追試験を受験する場合は，事前又は理由発生当日を含めて直ちに証明書等を添付し，全学教

務委員長の認印を得て追試験許可願（別紙様式１）を教務課に提出しなければならない。 

３ 追試の許可は，全学教務委員長が行う。 

４ 全学教務委員長が許可を行った場合は，担当教員及び学生に通知する。 

 （再試験） 

第９条 再試験は，卒業見込み者で学期末の成績評価において不合格になった科目（２科目以内）について

再試験を実施する。ただし，再試験を希望する者は，その授業科目の担当教員の認印を得て再試験許可願

（別紙様式２）を教務課に提出しなければならない。 

２ 再試験の日程については，３月卒業予定者又は９月卒業予定者にその都度通知する。 

３ 再試験の評価は，８０点以上を与えることはできない。 

４ 再試験を受ける者は，受験料（１科目４,０００円）を納入すること。 

 （単位の授与） 

第１０条 登録した授業科目については，試験その他の成績，学習状況及び出席状況により成績を評価し，

合格した科目については，単位を授与する。 

 （成績評価の基準） 

第１１条 成績の評価は，秀（１００～９０点），優（８９～８０点），良（７９～７０点），可（６９～６

０点）及び不可（５９点以下）とする。 

 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１０年４月１日から施行する。ただし，平成１０年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１１年２月２３日） 

この規程は，平成１１年４月１日から施行する。ただし，平成１１年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１２年３月２９日） 

この規程は，平成１２年４月１日から施行する。ただし，平成１２年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１３年３月２８日） 
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この規程は，平成１３年４月１日から施行する。ただし，平成１３年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１４年３月２９日） 

この規程は，平成１４年４月１日から施行する。ただし，平成１４年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１５年３月３１日） 

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。ただし，平成１５年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１５年１１月１９日） 

この規程は，平成１６年４月１日から施行し，改正後の第８条及び第９条の規定は，平成１５年１０月１

日から適用する。 

   附 則（平成１６年３月１７日） 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。ただし，平成１６年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成１７年３月２９日） 

 この規程は，平成１７年４月１日から施行する。ただし，平成１７年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

   附 則（平成１８年３月２９日） 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。ただし，平成１８年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成１９年３月２７日） 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。ただし，平成１８年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２０年３月１２日） 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。ただし，平成１９年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２１年５月１３日） 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。ただし，平成２０年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２２年３月１０日） 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。ただし，平成２１年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２３年３月１６日） 
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この規程は，平成２３年４月１日から施行する。ただし，平成２２年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２５年１２月１８日） 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，平成２６年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２７年３月１９日） 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，平成２７年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２８年１月２０日） 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，平成２８年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

附 則（平成２９年１月１８日） 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。ただし，平成２９年３月３１日以前に入学し，引き続き

在学する者には，従前の規程を適用する。 

 


